
JP 2010-28536 A5 2011.9.1

10

20
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【手続補正書】
【提出日】平成23年7月6日(2011.7.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　３以上の奇数本の弾性腕と、前記弾性腕のそれぞれの一端を連結する基部と、を有し、
前記弾性腕は、隣り合う前記弾性腕同士が互い違いに前記弾性腕の表裏方向に振動する、
振動子であって、
　前記弾性腕は、前記弾性腕の主面に、下部電極膜および上部電極膜の間に圧電膜を配置
した圧電素子が設けられ、
　前記弾性腕の前記一端から他端までの長さをＡとし、前記弾性腕上の前記圧電膜の長さ
をＢとし、前記弾性腕上の前記下部電極膜と前記上部電極膜とが平面視で重複する部分の
長さをＣとすると、以下の式（１）、式（２）
　（３／４）Ａ≦Ｂ≦Ａ　　　　　　…式（１）
　（１／４）Ａ≦Ｃ≦（１／２）Ａ　…式（２）
を共に満足することを特徴とする振動子。
【請求項２】
　前記弾性腕は、シリコン酸化膜を含むことを特徴とする請求項１記載の振動子。
【請求項３】
　前記基部は、前記基部の主面と前記弾性腕の主面とが同一平面にあり、
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　且つ、前記基部の主面側はシリコン酸化膜を含み、前記基部の主面と反対の面側はシリ
コンを含むことを特徴とする請求項２記載の振動子。
【請求項４】
　前記基部は、前記弾性腕の厚みよりも厚いことを特徴とする請求項１～３のいずれか１
項に記載の振動子。
【請求項５】
　前記基部は、前記弾性腕に向かって傾斜する傾斜面を含み、前記基部の主面と該傾斜面
との傾斜角が、７５°以上９０°未満になっていることを特徴とする請求項４に記載の振
動子。
【請求項６】
　前記圧電膜が、ＺｎＯ、ＡｌＮ、チタン酸ジルコン酸鉛、ＬｉＮｂＯ３およびＫＮｂＯ

３の少なくとも１つを含むことを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の振動子
。
【請求項７】
　前記圧電膜と前記上部電極膜との間に絶縁膜が設けられていることを特徴とする請求項
１～６のいずれか１項に記載の振動子。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか１項に記載の振動子と、
　前記振動子に接続されたインバータと、を含むことを特徴とする発振器。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】発明の名称
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の名称】振動子及び発振器
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　本発明は、主に集積回路（ＩＣ）のクロック源として用いられる振動子と、この振動子
を備える発振器に関する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　本発明の音叉型振動子は、３以上の奇数本の弾性腕と、前記弾性腕のそれぞれの一端側
に連結する基部とを有し、前記弾性腕を、隣り合う弾性腕どうしが互い違いになるように
して該弾性腕の表裏方向に振動させる、音叉型振動子であって、
　前記弾性腕は、基材と、該基材の一方の面側に設けられた、下部電極膜と圧電膜と上部
電極膜とからなる圧電素子と、を含み、
　前記基部から延出する前記弾性腕の、前記基材の長さをＡとし、前記圧電膜の、前記基
材上での前記基部からの長さをＢとし、前記下部電極膜と前記上部電極膜とが対向するこ
とで形成される電界領域の、前記基材上での前記基部からの長さをＣとすると、以下の式
（１）、式（２）
　（３／４）Ａ≦Ｂ≦Ａ　　　　　　…式（１）
　（１／４）Ａ≦Ｃ≦（１／２）Ａ　…式（２）
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を共に満足することを特徴としている。
　また、他の態様では、本発明の振動子は、３以上の奇数本の弾性腕と、前記弾性腕のそ
れぞれの一端を連結する基部と、を有し、前記弾性腕は、隣り合う前記弾性腕同士が互い
違いに前記弾性腕の表裏方向に振動する、振動子であって、前記弾性腕は、前記弾性腕の
主面に、下部電極膜および上部電極膜の間に圧電膜を配置した圧電素子が設けられ、前記
弾性腕の前記一端から他端までの長さをＡとし、前記弾性腕上の前記圧電膜の長さをＢと
し、前記弾性腕上の前記下部電極膜と前記上部電極膜とが平面視で重複する部分の長さを
Ｃとすると、以下の式（１）、式（２）
　（３／４）Ａ≦Ｂ≦Ａ　　　　　　…式（１）
　（１／４）Ａ≦Ｃ≦（１／２）Ａ　…式（２）
を共に満足することを特徴とする。
　また、他の態様では、前記弾性腕は、シリコン酸化膜を含むことを特徴とする。
　また、他の態様では、前記基部は、前記基部の主面と前記弾性腕の主面とが同一平面に
あり、且つ、前記基部の主面側はシリコン酸化膜を含み、前記基部の主面と反対の面側は
シリコンを含むことを特徴とする。
　また、他の態様では、前記基部は、前記弾性腕の厚みよりも厚いことを特徴とする。
　また、他の態様では、前記基部は、前記弾性腕に向かって傾斜する傾斜面を含み、前記
基部の主面と該傾斜面との傾斜角が、７５°以上９０°未満になっていることを特徴とす
る。
　また、他の態様では、前記圧電膜が、ＺｎＯ、ＡｌＮ、チタン酸ジルコン酸鉛、ＬｉＮ
ｂＯ３およびＫＮｂＯ３の少なくとも１つを含むことを特徴とする。
　また、他の態様では、前記圧電膜と前記上部電極膜との間に絶縁膜が設けられているこ
とを特徴とする。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　本発明の発振器は、前記の振動子（音叉型振動子）と、前記振動子に接続されたインバ
ータと、を含むことを特徴としている。
　この発振器によれば、より良好な振動モードが得られる振動子（音叉型振動子）を含ん
でなるので、発振器自体の性能向上が図られたものとなる。
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